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政策等の名称 内容

総合計画推進
委員会

29年4月～
30年3月

29年4月～
30年3月

4回開催/公募市
民1名/

出席率95％

きたひろしま
市民会議

29年10月
29年11月19

日

1回開催/25名/
対象：18歳以上

の市民

パブリックコメント 29年8月
29年7月13日
～29年8月2

日
意見提出0件

総合計画推進
委員会

29年4月～
30年3月

29年4月～
30年3月

4回開催/公募市
民1名/

出席率95％

きたひろしま
市民会議

29年10月
29年11月19

日

1回開催/25名/
対象：18歳以上

の市民

パブリックコメント 29年12月
29年12月15
日～30年1月

15日
意見提出5件

地域公共交通
活性化協議会

29年4月～
30年3月

29年4月～
30年3月

全体協議会：
3回、専門部

会：11回

意見交換会 29年6月 29年6月 参加者110人

アンケート 29年7月 29年8月 回収率36.6％

市民説明会 30年1月 30年4月 参加者94人

パブリックコメント 30年1月
30年4月2日
～30年5月1

日
意見提出0件

企画課

公共交通の現状と課題を踏ま
え、将来を見据えた持続性あ
る公共交通網の構築に向け、
北広島市地域公共交通活性
化協議会を設置し、公共交通
事業者や道路管理者、公安
委員会、地域公共交通の利
用者等が一堂に会して、本市
に望まれる公共交通のあり方
を検討し、地域公共交通網形
成計画を作成する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

企画課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

平成29年度　市民参加実施状況一覧　（事前評価したもの）

整
理
番
号

1

実施予定時
期

担当課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

企画課

2017推進計画の
作成

第5次総合計画における基本
計画に掲げた施策を効果的
に実施するため、平成29年度
から平成31年度までの具体
的事業や活動を年次的に示
した2017推進計画を策定す
る。

実施時期 実施結果

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

3

2

2018推進計画の
作成

第5次総合計画における基本
計画に掲げた施策を効果的
に実施するため、平成30年度
から平成32年度までの具体
的事業や活動を年次的に示
した2018推進計画を策定す
る。

地域公共交通網
形成計画の作成
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政策等の名称 内容

平成29年度　市民参加実施状況一覧　（事前評価したもの）

整
理
番
号

実施予定時
期

担当課実施時期 実施結果

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

パブリックコメント 29年12月
29年12月15
日～30年1月

15日

意見提出13
件

空家等対策
推進協議会

29年7月、
　　10月

29年7月～11
月

2回開催/公
募市民2人/
出席率80％

パブリックコメント 29年8月
29年9月6日
～29年10月5

日
意見提出1件

パブリックコメント 29年4月
29年4月15日
～29年5月15

日
意見提出3件

市民課

市民課

財政課

北広島市空家等
対策計画の作成

空家等対策の推進に関する
特別措置法の規定に基づき、
市域内で空家等に関する対
策を総合的かつ計画的に実
施するため、国が定める基本
方針に即して、空家等に関す
る対策についての計画（空家
等対策計画）を作成する。

平成30年度当初
予算の作成

(12)当初予算の作成

平成30年度の予算作成にあ
たり、各担当部局からの予算
要求段階における新規事業
(新たに取組もうとする事業な
ど) の内容についてパブリック
コメントを実施する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

広葉交流センターについて、
更なる民間の能力や創意工
夫を取り入れることにより、一
層の利用者サービスの向上と
効率的な管理運営を行うた
め、指定管理者制度を導入
する。また、このことに伴い、
北広島市広葉交流センター
条例を一部改正する。

広葉交流セン
ターの指定管理

者制度導入
6

4

5

(9)公共施設の利用方法について定める条例及
び規則の制定、改正又は廃止

2 / 4 ページ



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料 １）

政策等の名称 内容

平成29年度　市民参加実施状況一覧　（事前評価したもの）

整
理
番
号

実施予定時
期

担当課実施時期 実施結果

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

パブリックコメント 29年4月
29年4月15日
～29年5月15

日
意見提出0件

アンケート 29年8月
29年12月8日
～29年12月

22日

回収率
48.7％

国民健康保険
運営協議会

29年6月～
30年2月

29年6月～
30年2月

1回開催/公
募市民2名/
出席率91％

パブリックコメント 30年1月
30年1月30日
～30年2月28

日
意見提出0件

環境課

保険
年金課

環境課

第２期北広島市
国民健康保険
データヘルス
計画の作成

平成26年3月31日付で「国民
健康保険法に基づく保健事
業の実施等に関する指針」が
一部改正され、それに基づ
き、第１期計画（平成２７年度
から平成２９年度）に引き続
き、第２期計画を作成する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

ごみ処理につい
てのアンケート

調査

ごみの収集方法等に関する
意識調査を行い、今後の廃
棄物行政の基礎資料にする
ことを目的として、北広島市内
全域において無作為に抽出
した2,000世帯を対象にアン
ケート調査を実施する。

(13)その他市の機関が市民参加の必要があると
認めるもの

9

8

7

北広島霊園の
指定管理者制度

導入

北広島霊園について、更なる
市民サービスの向上に向けて
指定管理者制度を導入する。
また、このことに伴い、北広島
市霊園条例を一部改正する。

(9)公共施設の利用方法について定める条例及
び規則の制定、改正又は廃止
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政策等の名称 内容

平成29年度　市民参加実施状況一覧　（事前評価したもの）

整
理
番
号

実施予定時
期

担当課実施時期 実施結果

市民参加条例の区分

市民参加の実施
方法

パブリックコメント 30年1月 - 実施せず

水道事業
経営審議会

29年10月～
29年12月

29年10月～
29年12月

3回開催/
公募市民2名/
出席率90％

パブリックコメント 29年12月
30年1月15日～
30年2月15日

意見提出0件

※実施しなかった理由
　森林法の規定（計画に掲げる事項や学識経験を有する者から
の意見聴取等について定められている）に基づき計画を作成し
たため。

11

北広島市水道事
業経営戦略の

作成

総務省では、水道事業にお
いて将来にわたってサービス
の提供を安定的に継続するこ
とが可能となるよう、中長期的
な経営の基本計画である「経
営戦略」の策定を推進してい
る。こうした状況の中、本市水
道事業における現行の財政
計画期間が平成29年度まで
となっていることから、平成30
年度を初年度とする10年の経
営戦略を作成する。

業務課

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更

農政課10

北海道地域森林
計画に基づく北
広島市森林整備

計画の作成

市町村森林整備計画は、地
域森林計画の対象となる民有
林が所在する市町村が5年ご
とに作成する10年を一期とし
た計画であり、市町村の森林
整備を推進するうえで重要な
マスタープランとなっている。
北広島市森林整備計画は前
回平成20年度に策定され、変
更や見直しを重ね、来年度で
10年目となることから、当該計
画を新たに作成する。

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的
な事項を定める計画の策定又は変更
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